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障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を 

添えることができない場合の取扱いについて 

 

 

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第

１４４号）が、平成２７年９月２４日に公布され、平成２７年１０月１日から施

行することとされたところである。 

改正省令の内容については、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令

の公布について」（平成２７年９月２４日付け年管発０９２４第３号）により日本

年金機構理事長あて通知されたところであるが、これに係る事務の取扱いについ

ては下記のとおりであるので、遺漏のなきよう取り扱われたい。 

なお、本通知の発出に伴い、「２０歳前障害による障害基礎年金の請求において

初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて」（平成２３年１２

月１６日付け年管管発１２１６第３号）は廃止する。 

 

記 

 

第１ 第三者証明による初診日確認の取扱いについて 

 

１．２０歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて 

（１）２０歳以降に初診日がある場合の第三者証明の基本的取扱いについて 

① 第三者証明と参考となる他の資料による初診日の確認について 

２０歳以降に初診日がある障害年金の請求に当たり、初診日に受診し

た医療機関による初診日の証明（以下「医証」という。）が得られない場

合においては、第三者証明（医療機関で診療を受けていたことについて

第三者が申し立てることにより証明したもの。以下同じ。）を初診日を合

理的に推定するための参考資料とすることとする。 

この場合において、２０歳以降の初診日については、初診日がどの年

金制度に加入していた時期かによって給付内容が大きく異なることも踏



 

 

 

まえ、適切に初診日を特定する必要があることから、第三者証明ととも

に、初診日について参考となる他の資料の提出を求め、両資料の整合性

等を確認の上、障害年金を請求する者（以下「請求者」という。）が申し

立てた初診日を初診日として認めることができることとする。 

 

② 第三者証明に該当する申立てについて 

第三者証明は、基本的に次のアからウのいずれかに該当するものであ

ること。 

ア 第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃の受診状況を直接的に見

て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの 

イ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初

診日頃に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞

いていた受診状況を申し立てるもの 

ウ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から

概ね５年以上前に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、

その聞いていた受診状況を申し立てるもの 

 

③ 参考となる他の資料について 

①の参考となる他の資料としては、診察券や入院記録などの初診日に

ついて客観性が認められる資料が必要であり、医療機関が作成した資料

であっても、請求者の申立てによる初診日等を記載した資料は不適当で

あること。 

 

（２）第三者証明の留意点について 

① 第三者証明を行う者について 

「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて（厚生年金保

険法）」（平成２３年３月２３日付け年発０３２３第１号）の別表１で定

める第三者証明の第三者の範囲を踏まえ、請求者の民法上の三親等以内

の親族による第三者証明は、認めないこととする。 

 

② 医療従事者による第三者証明による初診日の確認について 

初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医

療従事者（以下単に「医療従事者」という。）による第三者証明（初診の

医療機関が廃院等により医療機関による医証が得られない場合など）に

ついては、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て

認識していることから、医証と同等の資料として、請求者申立ての初診

日について参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみで初診

日を認めることができることとする。 

なお、医療従事者による第三者証明であっても、初診日頃の請求者に

よる医療機関の受診状況を直接把握できない立場であった医療従事者が、

請求者の求めに応じ、請求者の申立てに基づいて行った第三者証明は、



 

 

 

これには該当しない。 

 

③ 必要となる第三者証明の数について 

上記②の場合を除き、原則として複数の第三者証明があることが、第

三者証明を初診日推定の参考資料とするために必要である。 

ただし、請求者が複数の第三者証明を得られない場合には、単数の第

三者証明であっても、医療機関の受診にいたる経過や医療機関における

やりとりなどが具体的に示されていて、相当程度信憑性が高いと認めら

れるものであれば、第三者証明として認めることができることとする。 

 

④ 請求時から概ね５年以内の第三者証明の取扱いについて（１（１）②

ウ関係） 

１（１）②ウの場合において、第三者が請求者等から初診日頃の受診

状況を聞いていた時期が、請求時から概ね５年以内である第三者証明に

ついては、認められない。 

ただし、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料があわせ

て提出された場合であって、他の様々な資料から請求者申立てによる初

診日が正しいと合理的に推定できる場合には、第三者証明として認める

ことができることとする。 

 

⑤ 一番古い時期の受診状況等に係る第三者証明の取扱いについて 

請求者の初診日頃の受診状況等が不明である場合に、第三者が証明す

ることができる一番古い時期の受診状況等について第三者証明があった

場合には、当該資料により申請者が申し立てた初診日を認めることはで

きないが、初診日を総合的に判断する際の資料として取り扱うことがで

きることとする。 

 

⑥ 第三者証明の信憑性の確認について 

第三者証明により初診日を確認する場合には、上記の資料のほか、可

能な範囲で、請求者申立ての初診日について参考となる資料の提出を幅

広く求め、それらの資料との整合性や医学的判断等により、第三者証明

の信憑性を確認することとする。 

また、第三者証明の内容に疑義が生じる場合や第三者が実在するかど

うかについて疑義が生じる場合は、必要に応じて第三者に対して電話等

で確認を行うこととする。 

 

（３）第三者証明の確認項目について 

第三者証明により請求者が申し立てた初診日を適正に判断する観点から、

第三者証明については、少なくとも以下の項目を確認することとする。 

ただし、一部の確認項目に記載がない場合でも、第三者証明の信憑性を

総合的に判断することとする。 



 

 

 

① 第三者に関する項目 

第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係（初診日頃の関係又

は受診状況を聞いた頃の関係） 

② 請求者の初診日頃における医療機関の受診状況に関する項目 

傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科 

③ 第三者から見た請求者の状況等に関する項目 

例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるもの

とする。 

・ 発病から初診日までの症状の経過 

・ 初診日頃における日常生活上の支障度合い 

・ 医療機関の受診契機 

・ 医師からの療養の指示など受診時の状況 

・ 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など 

 

２．２０歳前に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて 

（１）２０歳前に初診日がある場合の第三者証明の基本的取扱いについて 

① 第三者証明による初診日の確認について 

２０歳前に初診日がある障害基礎年金の請求に当たり、初診日の医証

が得られない場合においては、請求者が２０歳前に発病し、医療機関で

診療を受けていたことを明らかにする第三者証明により、請求者申立て

の初診日を認めることができることとする。 

２０歳前に初診日がある障害基礎年金については、給付内容が単一で

あり、請求者が少なくとも２０歳より前に、医療機関で請求傷病での診

療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診

日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内

容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができるこ

ととする。 

 

② 第三者証明は、基本的に次のアからウのいずれかに該当するものであ

ること。 

ア 第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃又は２０歳前の時期の受

診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立て

るもの 

イ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初

診日頃又は２０歳前の時期に、請求者の初診日頃又は２０歳前の時期

の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立て

るもの 

ウ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から

概ね５年以上前に、請求者の初診日頃又は２０歳前の時期の受診状況

を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの 

 



 

 

 

③ ２０歳前に厚生年金等に加入していた者の取扱いについて 

２０歳前に初診日がある場合であって、当該初診日が厚生年金等に加

入していた期間である場合の第三者証明の取扱いは、障害厚生年金等の

支給の対象となることから、第１の１によることとする。 

 

（２）第三者証明の留意点について 

第１の１の（２）と同様とする。 

 

（３）第三者証明の確認項目について 

第三者証明により請求者が申し立てた初診日を適正に判断する観点から、

第三者証明については、少なくとも以下の項目を確認することとする。 

ただし、一部の確認項目に記載がない場合でも、第三者証明の信憑性を

総合的に判断することとする。 

① 第三者に関する項目 

第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係（初診日頃又は２０

歳前の時期の受診していた頃もしくは受診状況を聞いた頃の関係） 

② 請求者の初診日頃又は２０歳前の時期における医療機関の受診状況に

関する項目 

傷病名、初診の時期（初診の時期が不明であれば２０歳前の受診の時

期）、医療機関名・所在地・診療科 

③ 第三者から見た請求者の状況等に関する項目 

例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるもの

とする。 

・ 発病から初診日又は２０歳前の受診時までの症状の経過 

・ 初診日頃又は２０歳前における日常生活上の支障度合い 

・ 医療機関の受診契機 

・ 医師からの療養の指示など受診時の状況 

・ 初診日頃又は２０歳前の受診状況を知り得た状況 など 

 

 

第２ 初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いにつ

いて 

 

１．初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱

いについて 

初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診

日があると確認された場合であって、下記３又は４に該当するときは、一定

の条件の下、請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。 

 

２．初診日が一定の期間であると確認するための参考資料について 

初診日が一定の期間内であると確認するためには請求者が提出する参考資



 

 

 

料により判断することとなるが、参考資料の例としては、以下のようなもの

が考えられる。 

（１）一定の期間の始期に関する資料の例 

・ 請求傷病に関する異常所見がなく発病していないことが確認できる診

断書等の資料（就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果な

ど） 

・ 請求傷病の起因及び当該起因の発生時期が明らかとなる資料（交通事

故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料及び交通事

故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であ

ることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料など） 

・ 医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していない

ことを証明する資料 

 

（２）一定の期間の終期に関する資料の例 

・ 請求傷病により受診した事実を証明する資料（２番目以降に受診した

医療機関による受診状況等証明書など） 

・ 請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料（障

害者手帳の交付時期に関する資料など） 

・ ２０歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明ら

かにする第三者証明 

 

３．初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に

加入していた場合について 

初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであ

るなど同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のい

ずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たし

ている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができ

ることとする。 

なお、当該期間中の全ての期間が、２０歳前の期間（厚生年金等の加入期

間である場合を除く。以下同じ。）のみである場合又は６０歳から６５歳の待

機期間（厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。）のみである場

合については、同一の公的年金制度の加入期間となっているものと取り扱う

こととする。その際、２０歳前の期間については、保険料納付要件を考慮し

ないものとする（４において同じ）。 

 

４．初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に

加入していた場合について 

初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間と厚生年

金の加入期間であるなど異なる公的年金制度の加入期間となっており、かつ、

当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納

付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他



 

 

 

の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。 

ただし、請求者申立ての初診日が、国民年金の加入期間、２０歳前の期間

又は６０歳から６５歳の待機期間である場合には、いずれの場合においても、

障害厚生年金等ではなく障害基礎年金を請求するものであることから、初診

日があると確認された一定の期間に厚生年金等の加入期間が含まれていたと

しても、第２の３と同様に、請求者申立ての初診日について参考となる他の

資料がなくとも請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。 

 

 

第３ その他の初診日の取扱いについて 

 

１．請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱いについて 

請求の５年以上前に医療機関が作成した資料（診療録等）に請求者申立て

の初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとす

る。 

また、当該資料が、請求の５年以上前ではないが相当程度前である場合に

ついては、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初

診日を認めることができることとする。 

ただし、この場合に参考となる他の資料としては、診察券や入院記録など、

請求者の申立て以外の記録を根拠として初診日を推定することが可能となる

資料が必要であり、請求者又は請求者の家族等の申立てに基づく第三者証明

は含まれないものとする。 

 

２．診察券等における初診日確認の取扱いについて 

診察券や医療機関が管理する入院記録等により確認された初診日及び受診

した診療科については、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる

診療科（精神科など）である場合には、それらの参考資料により初診日を認

めることができる。 

また、診察券や入院記録等だけでは請求傷病での受診である可能性が高い

と判断できない診療科（内科など）の場合であっても、診察券や入院記録等

で初診日及び受診した診療科が確認できたときは、請求者申立ての初診日に

ついて参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができる。 

ただし、他の傷病による受診であると明らかに推認できる場合は認めない

こととする。 

 

３．健診日の取扱いについて 

初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康

診断を受けた日（健診日）は初診日として取り扱わないこととする。 

ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合

であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である

場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健



 

 

 

診日を初診日とし、健診日を証明する資料（人間ドックの結果など）を求め

た上で、初診日を認めることができることとする。 

 

４．日付が特定されない初診日の取扱いについて 

資料により初診日のある年月までは特定できるが日付が特定されない場合

には、保険料の納付要件を認定する時点や遺族年金における死亡日の取扱い

等を踏まえ、当該月の末日を初診日とする。 

ただし、当該月に異なる年金制度（国民年金と厚生年金など）に加入して

いた場合については、当該月の月末を初診日とはしない。 

 

５．初診日を確認する際の留意事項について 

第１から第３の各項目に限らず、初診日の確認に当たっては、初診日の医

証がない場合であっても、２番目以降の受診医療機関の医証などの提出され

た様々な資料や、傷病の性質に関する医学的判断等を総合的に勘案して、請

求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合は、請求者申立

ての初診日を認めることができることとする。 

また、初診日に関する複数の資料が提出された場合には、他の資料との整

合性等や医学的判断に基づいて、請求者申立ての初診日を確認するものとす

る。 

 


